
道の駅「コスモール大樹」を拠点とした自動運転サービス地域実験協議会 

設立趣意書（案） 
 
１．設立の趣意 

中山間地域では高齢化が進行しており、日常生活における人流・物流の確保が喫緊の課

題となっている。 

一方、「道の駅」については、全国に設置された１,１１７箇所のうち約８割が中山間地域

に設置されており、物販をはじめ診療所や行政窓口など、生活に必要なサービスも集約しつつ

ある。 

国土交通省では、こうした道の駅など地域の拠点を核として、著しく技術が進展する自

動運転車両を活用することにより、 

① 買い物や通院など高齢者の生活の足の確保 

② 宅配便や農産物の集荷など物流の確保 

③ 観光への活用や新たな働く場の創出 

など、地域生活を維持し、地方創生を果たしていくための路車連携の移動システムを構築

することを目指して、今年度より地域での実証実験に取り組むこととしている。 

公募型として選定された、道の駅「コスモール大樹」を拠点とした自動運転サービス実

証実験を円滑かつ効果的に実施するため、実験実施計画の検討、実験の実施及び実験結果の

検証等を行うことを目的として、本地域実験協議会を設立するものである。 

 

２．地域実験協議会名簿 別紙のとおり 

 
 

３．主な議案 

・実験実施計画の検討 

・実験実施に係る関係機関との調整 

・実験の実施及び実験結果の検証 

・その他、地域実験協議会が必要と認める事項 
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道の駅「コスモール大樹」を拠点とした自動運転サービス 
地域実験協議会 規約（案） 

 
（名称） 

第１条 本会は、「道の駅「コスモール大樹」を拠点とした自動運転サービス地域実験協議会」 

（以下、「地域実験協議会」）と称する。 

 
（目的） 

第２条 地域実験協議会は、道の駅「コスモール大樹」を拠点とした自動運転サービス実証実験が

計画的かつ効率的な準備・検討の推進が図られるよう、必要な検討と調整を行うことを目的と

する。 

 
（検討調整事項） 

第３条 地域実験協議会は、次の事項について検討と調整、検証を行う。 

（１）実験実施計画の検討 

（２）実験実施に係る関係機関との調整 

（３）実験の実施及び実験結果の検証 

（４）その他必要な事項 

 
（構成） 

第４条 地域実験協議会の委員は、別紙の委員で構成する。 

２．委員の追加・変更は、地域実験協議会の承認を得るものとする。 

 
（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、地域実験協議会での検討と調整、検証が完了するまでとする。 

 
（会長） 

第６条 地域実験協議会の会長は、地域実験協議会委員の中から互選により充てる。 

２．会長は、地域実験協議会の会務を総括する。 

３．会長が職務を遂行できない場合は、予め会長が指名する委員が、その職務を代理

する。 

４．会長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。 

 
（地域実験協議会の運営） 

第７条 地域実験協議会は、会長の発議に基づいて開催する。 

２．地域実験協議会は、運営にあたり必要な資料等を事務局に求めることができる。 

 
（守秘義務） 

第８条 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。

また、その職を退いた後も同様とする。 



（地域実験協議会の公開について） 

第９条 地域実験協議会は、実証実験のための検討・調整を行うことから、原則非公開に

て開催するものとする。なお、会議の内容により公開とする場合もある。 

 
（事務局） 

第１０条 事務局は、国土交通省北海道開発局、北海道、大樹町に置くものとする。 

 
（その他） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議して定めるものとす 

る。また、本規約の改正等は、出席委員の過半数の賛同をもって行うことができ

るものとする。 

 

 
（付 則） 

１．この規約は、平成２９年９月２８日から施行する。 

 


